守口市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、甲乙間において次のとおり契約を締結する。

(総則)
第１条　甲は乙が設置並びに維持管理する守口市役所広告付き庁舎案内表示板に掲載する広告を乙に取り扱わせることにする。

（契約期間及び契約の更新）
第２条　本契約の契約期間は、令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
２　甲または乙のいずれかより、期間満了日の３か月前までに書面による申し出がない限り、甲または乙は、当初設定した公募条件を変更しないことを前提として当初の許可から５年以内を限度に、引き続き満了日の翌日から１年間の自動更新を行うものとする。

（周辺案内地図の設置場所）
第３条　乙が広告を掲載する守口市役所広告付き庁舎案内表示板の設置場所は、甲乙協議の上、甲の指定する場所とする。

（広告の仕様及び内容）
第４条　乙は定められた期日までに、甲に広告原稿等の必要書類を提出し、甲の承認を得るものとする。
２　乙が第1項の規定に反したため、甲の承認が得られない場合、承認が得られない内
容に応じて、乙は当該広告主の広告を掲載することができないものとする。

（周辺案内地図の設置及び撤去）
第５条　広告掲載を含む周辺案内地図（以下「周辺案内地図」という。）の調達、設置、撤去は、乙の負担により、乙が行うこととする。ただし、甲の責に帰すべき事由により撤去するときは甲の負担とする。
２　周辺案内地図の設置、撤去等に関連して乙が甲または第三者に対して損害を与えた場合は、すべて乙がその賠償責任を負担し、解決するものとし、甲は一切の責任を負
わないこととする。

（周辺案内地図の管理）
第６条　周辺案内地図の維持管理は、乙が行うものとし、その費用は乙の負担とする。
２　周辺案内地図の維持管理等に関連して乙が甲または第三者に対して損害を与えた場合は、すべて乙がその賠償責任を負担し、解決するものとし、甲は一切の責任を負わないこととする。

（広告の中止）
第７条　周辺案内地図への広告掲載後に判明又は発生した事実により、乙の広告が仕様書等に抵触するなど、周辺案内地図に広告として掲載することが不適当であると甲が判断した場合には、甲は乙に対し、周辺案内地図への広告を中止させることができる。
２　広告の中止に伴う広告主に対する損害の補償及び広告料の返還については、乙の責任と負担において解決するものとする。
３　第１項に該当し広告を中止する場合、甲は契約金額を乙に返還しないものとする。

（周辺案内地図の破損）
第８条　甲の責に帰すべき事由により、周辺案内地図が破損及び汚損、紛失した場合は、甲の責任と負担において復旧を行うものとする。
２　前項に定める以外の事由で、周辺案内地図が破損及び汚損、紛失した場合は、乙の責任と負担において復旧を行うものとする。
３　甲は、周辺案内地図が破損及び汚損、紛失したことを発見した場合は、速やかに乙に通報しなければならない。

（契約金額）
第９条　乙が甲に支払う広告料は、年額　　　　　　　円（消費税含む）とする。なお、使用面積に基づく行政財産目的外使用料及び電気使用料は別途支払うこととする。

（広告料等の支払及び返還）
第１０条　乙は、前条の広告料、行政財産目的外使用料及び電気使用料（以下「広告料等」という。）について、本件契約締結後、甲が請求した日から30日以内に、甲が発行する納入通知書により納入する。
２　乙の責に帰する理由により前項の規定による支払が遅延した場合は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率（以下「支払遅延防止法の率」という。）を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
３　第１２条第１項の各号に該当し、契約を解除する場合は、既に支払われた広告料等は乙に返還しないものとする。
４　第１２条第１項の各号及び第３項に該当し、未払いの広告料等があるときは、乙は当該広告料等を、甲が定める期間までに、甲が発行する納入通知書により速やかに納入しなければならない。
５　甲が第１２条第３項に該当し、乙が契約を解除する場合は、甲は、第９条所定の金額を１２で除して得た額に、契約解除日の属する月の翌月から契約期間終了日の属する月までの月数を乗じて得た広告料等に相当する金額を乙に返還するものとする。
６　甲は、乙が第４条第２項に定める承認が得られず、広告を掲載できない期間が生じた場合は、広告料等を返還しないものとする。

（契約の変更等）
第１１条　甲は、特段の事情がある場合は、乙と協議してこの契約の全部または一部を解除し、若しくは変更し、又は事業を一部中止することができる。
２　前項の場合において、既に広告料等が支払われている場合は、その返還額は甲乙協議して定める。
３　第１項の場合において、甲の故意、過失により乙に損害が生じたときは、甲はその損害を補てんするものとする。その補償額は、甲乙協議して定める。

（契約の解除等）
第１２条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を一方的に解除することができる。この場合においては、乙に損害が生じても甲はその補てんの責を負わない。
　（１）国税、地方税その他公課の滞納処分若しくは強制執行を受け、又は倒産若しく
は破産するおそれがあり、そのことにより広告料等の支払をすることができな
いと認められるとき。
（２）この契約の締結及び履行に際し、不正の行為があったとき。
（３）乙がこの契約、仕様書等に違反したとき。
（４）前各号に掲げるもののほか、乙が法令に違反し又はそのおそれがあり、社会的信用を大きく低下させたとき。 
２　甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を乙に求めることができる。
３　甲又は乙は、自らの責に帰すべき理由により相手側から契約解除の申出があったときは、甲乙協議のうえ、解除することができる。

（反社会的勢力の排除）
第１３条　甲及び乙は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来に
わたっても該当しないことを表明し、保証する。
（１）自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼ
うゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下総称して「暴力団
員等」という）であること
（２）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（３）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
（４）自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
（５）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい
ると認められる関係を有すること
（６）自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に
非難されるべき関係を有すること
２　甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を
行わないことを保証する。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手
方の事業を妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為
３　甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要
しないで直ちに本契約を終了させることができるものとする。
４　甲及び乙は、前項の規定により本契約を終了させた場合、相手方に損害が生じても、
その賠償責任を負わないものとする。

（損害負担）
第１４条　この契約の締結に当たり、乙に生じた損害、又は乙が甲若しくは第三者に及ぼした損害は、すべて乙が負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りではない。

（免責事項）
第１５条　天災等や甲の責によらないやむを得ない事由により、広告掲載が不可能となった場合は、甲は責任を負わない。

（甲の責による掲載不能）
第１６条　甲の責により広告掲載が不可能となった場合の甲の補償については、掲載不能となった日数を、掲載期間の日数で按分した日数の広告料等に相当する金額を上限とする。ただし、１日に満たない場合は、補償しないものとする。

（事業の履行の委託の禁止等）
第１７条　乙は、甲の文書による承認を受けなければ、この契約に係る事業の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る事業を第三者に継承させてはならない。

（広告内容等に係る紛争）
第１８条　甲は、広告内容等に係る乙と第三者との間のいかなる紛争について一切関知しないものとし、乙の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

（裁判管轄）
第１９条　この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立ての管轄は、発注者の事務所の所在地を管轄する大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所とする。

（疑義の解釈等）
第２０条　本協定の定めに疑義が生じたとき、また本協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
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